
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠賀川河口域における不法係留船対策につきましては、『遠賀川河口域利用対策協議会』

からの意見を踏まえ、平成 23 年２月に国土交通省九州地方整備局と福岡県との連名による

『遠賀川河口域における不法係留船対策に係る計画』を策定しました。この計画に基づき、

平成２３年 6 月から「第１期重点的撤去区域」、平成 24 年４月から「第２期重点的撤去区

域」、平成 25 年４月から「第３期重点的撤去区域」、平成２６年１０月から「第４期重点的

撤去区域（その１）」、そして、平成２８年７月から「第４期重点的撤去区域（その２）」に

おいて対策を進めてきました。 

その結果、関係機関や地域住民のご協力、並びに係留船所有者のご理解のもと、本対策開

始前の平成２２年から令和元年までの９年間で６０４隻減少し、令和元年９月現在、１７１

隻の不法係留船が確認されています。 

この度、国土交通省九州地方整備局長と福岡県知事との連名により、第４期重点的撤去区

域（その３）の設定を公示し、本計画に基づく対策の区域を更に拡げ、令和２年２月１０日

から対策を開始します。 

なお、公示内容等につきましては、別添資料をご覧下さい。 

 
記 

 

1. 公 示 日  令和２年１月３０日  

2. 公示文掲示場所 

・九州地方整備局（福岡市博多区博多駅東 2-10-7 福岡第２合同庁舎） 

・遠賀川河川事務所（直方市溝堀１－１－１） 

・福岡県庁（福岡市博多区吉塚東公園７－７） 

・福岡県 北九州県土整備事務所（北九州市八幡西区則松３－７－１） 

           

          ※福岡県県土整備部河川管理課、北九州県土整備事務所、及び遠賀

川河川事務所（占用調整課）において、関係図書を縦覧に供しま

す。 

 

 

 

 

令和２年１月３０日  

国 土 交 通 省 

遠賀川河川事務所  

令和２年２月１０日から第４期重点的撤去区域（その３） 

における係留船対策を開始します 

～ １月３０日付で重点的撤去区域の設定範囲拡大の公示を行いました ～ 

【この記者発表に関する問い合わせ先】 

  国土交通省 遠賀川河川事務所 技術副所長     松岡 忠浩 
                       占用調整課長    仙﨑 英彦 
                                 ＴＥＬ ０９４９－２２－１８３０（代表） 
                                  ＦＡＸ ０９４９－２３－３４８７（占用調整課） 

【発表記者クラブ】 

 北九州地区記者クラブ 

 直方地区記者クラブ 



 

 

～ 参 考 ～ 
 

① 遠賀川河口域利用対策協議会とは 

平成１０年度に発出された、国土交通省 河川局長（現在：水管理・国土保全局長） 

通達「計画的な不法係留船対策の促進について」を踏まえ、行政手続きに則り設置され

た協議会。メンバーは、学識経験者・地元自治体代表・警察・河川管理者（国・県）で

構成されている。 

この協議会からの助言を受け、河川管理者が不法係留船対策に係る計画を推進する 

こととしている。 

 －開催経緯－ 

   第１回 平成２２年 9 月 16 日  第２回 平成２３年 １月２６日 

   第３回 平成２４年 2 月１７日  第４回 平成２５年 １月２３日 

   第５回 平成２６年 8 月  ８日    第６回 平成２８年 ４月２６日 

   第７回 平成３０年 ７月２４日  第８回 令和 元年 12 月１９日 

 

② 遠賀川下流部利用者会議とは 

上記で設けられた遠賀川河口域利用対策協議会には、地元住民や水面利用者が含ま 

れないことから、地域の意見を聴く仕組みとして、遠賀川下流部利用者会議を設置。 

 －開催経緯－ 

   第１回 平成２２年 11 月 25 日  第２回 平成２３年 12 月１５日 

   第３回 平成２４年 11 月２９日  第４回 平成２６年 6 月 20 日 

   第５回 平成２８年 ３月 ９日  第６回 平成３０年 ５月２９日 

   第７回 令和 元年 10 月２９日 
 

③ 重点的撤去区域とは 

①記載の通達に示された考え方で、周辺環境の維持と治水の安全を確保するため、重

点的に船舶の係留規制（強制撤去等）をしていく区域のことで、遠賀川河口域では５期

に分かれており、順次拡大していくこととしています。 

この度設定する重点的撤去区域は、現在係留されている船舶数と受け皿となる周辺保

管施設等の空き状況等を考慮し、第４期重点的撤去区域を分割し、約１１６隻が対象と

なる区間を「第４期重点的撤去区域（その３）」として設定する事を協議会等で承認さ

れ決定しました。 

なお、河川区域に船舶を係留するには、河川法（２４条・２６条）の許可を得る必要

があります。しかし、遠賀川河口域では、治水面・環境面から基本的に船舶係留を許可

しておりません。（「遠賀川河口域利用対策協議会」において不法係留船対策に資すると

認められた陸上保管施設は除く） 

 

④ 除却（撤去）指示・強制撤去について 

重点的撤去区域では、船舶の係留規制（強制撤去等）が徹底されるため、河川法及び

行政代執行法に基づき、行政指導・除却（撤去）指示・監督処分・戒告等により自主撤

去を促し、それでも自主撤去されない場合は、代執行令等の手続を実施し、不法係留船

を強制撤去（代執行）していくこととなります。 

なお、代執行に要した費用については、船舶所有者に納付を命ずることとなり、行政

代執行法第６条第１項の規定に基づき、国税滞納処分の例により徴収することができま

す。 





第４期重点的撤去区域（その３）設定について

（記者発表参考資料）

不法係留船対策

令和２年１⽉３０⽇
国⼟交通省 遠賀川河川事務所



遠賀川河⼝域における不法係留船対策の進め⽅

●遠賀川河口域利用対策協議会
※構成メンバー：学識経験者・地元自治体・警察・河川管理者

等

●河川管理者
※九州地方整備局・福岡県

○船舶所有者又は使用者

●遠賀川下流部利用者会議
※構成メンバー：地元自治体・地域住民・地元漁協・船

舶所有者の代表等

不法係留船対策に係る計画について専門的な議論を行う。

不法係留船対策に係る計画の立案及び実施を行う。

「地域の意見」を不法係留船対策に係る計画に反映する。

①対策（案）の説明

②地域の意見を対策（案）に反映

⑥計画実施の報告

⑥計画実施
の報告

③地域の意見
を反映した対
策（案）の説明

④対策（案）
の承認

⑤計画の実行



遠賀川河⼝域における係留船舶数の推移（国管理区間＋県管理区間）

平成22.9から令和元.9までの間に全体で 604隻 の係留船が減少している。



第４期重点的撤去区域（その３）の区間



第４期重点的撤去区域（その３）区間の係留状況
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